
生活年金共済のご案内

横浜市立学校教職員互助会員（※）の皆さまへ

加入対象
区分

申込金額
死亡・高度障害のとき
（死亡・高度障害保険金）

障害状態
（障害年金1級）のとき

（障害保険金）

障害状態
（障害年金1級・2級）のとき

（障害初期給付金）

月額保険料
（概算）

本人
（15～６４歳）

100万円 100万円 100万円 10万円 ５96円

①お手頃な保険料で100万円から準備できます！

②お手頃な保険料でご加入いただけます

申込締切日：令和７年10月２４日（金）
保険期間：令和8年２月1日～令和9年1月31日

※横浜市立学校教職員互助会の会員（ただし、育児休業代替任期付職員及び臨時的任用職員を除く）で
  申込書記載の告知内容に該当し、令和８年２月１日現在満１４歳6ヵ月を超え、満80歳6ヵ月までの方

加入者からの保険料

配当金※お支払い

制度運営費

保険金・
給付金

剰余金
※

死亡・高度障害・障害保険金等
過去5年の支払状況

お支払い件数 １２件
お支払い金額 ５,583万円

①ご加入者に万一（死亡・高度障害）が
  あった場合は保険金をお支払いします

②余ったお金（剰余金）は配当金として
ご加入者へお返しします

※生活年金共済は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕組みとなっています。
※ただし、特定疾病保障保険には配当金はありません。
※配当率はお支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。

配当金

③配当金還付があります

他コース
は裏面へ

横浜市立学校教職員互助会

特定疾病保障保険の保障内容

Point1 加入は主契約３コースから選択できます！

Point２ 特約を付加することで幅広く備えることができます！

主契約

※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複して支払われません。
※契約日・更新日時点で50名以上（本人と配偶者の合計）の加入者が必要となります。50名を下回った場合は特定疾病保障保険にご加入ができません。
※特定疾病保障保険へのご加入は生活年金共済へのご加入が条件です。
※７大疾病特約は主契約保険金の５割、がん・上皮内新生物保険金は主契約の１割となります。＜リビングニーズ特約＞余命６か月以内と判断されるとき、主契約の前払い請求ができます。

生活年金共済の保障内容

特定疾病保障保険が新設されました！
（悪性新生物（がん）、急性心筋梗塞、脳卒中などの保障）

主契約

※ご加入の際は、生活年金共済への加入も必須です

New

悪性新生物(がん)

急性心筋梗塞※１

脳卒中※１
１００

万 円

コース ２００ 万 円

コース ３００ 万 円

コース

重度の高血圧性疾患
（高血圧性網膜症）

重度の糖尿病

慢性腎不全

肝硬変

7大疾病保障特約（主契約＋下記4疾病） がん・上皮内新生物保障特約

上皮内新生物

・生活年金共済と特定疾病保障保険ではお支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。
それぞれの保障内容、保険料等の詳細についてはパンフレットをご確認ください。・特定疾病保障保険へのご加入は生活年金共済へのご加入が条件です。
（生活年金共済について）
・死亡保険金の受取人は被保険者が本人および配偶者の場合は被保険者が指定した方です。高度障害保険金の受取人は被保険者です。
・障害保険金、障害初期給付金は本人のみ保障の対象となります。 ・障害保険金、障害初期給付金は64歳までが保障の対象となります。
・障害保険金、障害初期給付金は保険期間中に公的障害年金の受給権を取得した場合に保障の対象となります。（脱退後に受給権を取得してもお支払いできません。）
・死亡保険金、高度障害保険金、障害保険金は重複して支払われません。 ・障害保険金が支払われた場合はこの保険は脱退となります。・障害初期給付金のお支払いは1回限りです。
・高度障害保険金をお支払いし、脱退となった後に公的障害年金の受給権を取得しても障害初期給付金は支払われません。 ・障害初期給付金が支払われた後に増額されても障害初期給付金は保障の対
象となりません。
（特定疾病保障保険について）
・裏面記載の保険料等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料等も改
定されることがあります。
・特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型）は消滅します。

New

生活年金共済の仕組み

２０２５年

第42回

※１「急性心筋梗塞」「脳卒中」は所定の状態、所定の手術を受けたときを含みます



生活年金共済保障内容
●死亡・高度障害・障害状態（障害年金1級）の場合、死亡・高度障害・障害保険金を
（一時金または年金として）お支払いします
●障害状態（障害年金1級、2級）の場合、障害初期給付金をお支払いします

月額保険料表

※制度内容等詳細については パンフレットをご一読ください

＜加入手続き等に関するお問い合わせ先＞明治安田生命保険相互会社 公法人第四部法人営業第一部
TEL：045-253-3431(担当 田中・石塚） 受付時間：９：００～１７：００（土日祝日除く）

◎パンフレットは互助会ホームページに掲載しています
ご希望の方は互助会へご連絡ください
◎年に一度の申込みの機会ですので、お手続き漏れのないようご注意ください

MY-A-25-LF-006764

提出方法
加入申込書に必要事項を記入し、本人自署の記入もしくは押印後、返信用封筒に入れて

学校メール便で互助会へ提出してください。

申込書記入方法
①学校名、会員番号（７桁の数字の職員番号）を記入してください
②被保険者氏名（カタカナ）・性別・生年月日を記入してください
③ご加入される保険金額・コースにレ点チェックしてください
④【生活年金共済・特定疾病保障保険】
死亡保険金受取人コードを指定してください
受取人コード９番以外の場合はカナ氏名の記入は不要です
⑤【特定疾病保障保険】指定代理請求者の続柄コードとカナ氏名を
記入してください
⑥申込日（告知日）を記入してください
⑦「確認印」兼「申込印」兼「告知印」に本人自署の記入もしくは
押印してください

互助会ホームページ

https://hamagojo.co
m/news/seikatsu/

変更がない場合は
申込書提出は不要です

（他コースはパンフレット・互助会ホームページに掲載しております）特定疾病保障保険 100万円コース保障内容・保険金額

生活年金共済 保障内容・保険金額
年金払特約付障害特約付団体定期保険

加入対象区分 申込金額
死亡・高度障害のとき
（死亡・高度障害保険金）

障害状態
（障害年金1級）のとき

（障害保険金）

障害状態
（障害年金1級・2級）のとき

（障害初期給付金）

月額保険料
（概算）

本人
15～64歳

2,400万円 2,400万円 2,400万円 240万円 14,304円

2,100万円 2,100万円 2,100万円 210万円 12,516円
1,800万円 1,800万円 1,800万円 180万円 10,728円

1,500万円 1,500万円 1,500万円 150万円 8,940円

1,200万円 1,200万円 1,200万円 120万円 7,152円
900万円 900万円 900万円 90万円 5,364円
600万円 600万円 600万円 60万円 3,576円

300万円 300万円 300万円 30万円 1,788円

100万円 100万円 100万円 10万円 596円

配偶者
18～70歳

600万円 600万円 対象外 対象外 3,300円
300万円 300万円 対象外 対象外 1,650円

100万円 100万円 対象外 対象外 550円

加入対象区分 男性 女性

本人 主契約 7大疾病 がん・上皮内 主契約 7大疾病 がん・上皮内

保障特約 新生物保障特約 保障特約 新生物保障特約
100万円 50万円 10万円 100万円 50万円 10万円 

15歳 137円 50円 12円 132円 55円 12円

16〜20歳 178円 65円 13円 153円 65円 15円

21〜25歳 229円 70円 13円 178円 75円 25円

26〜30歳 234円 80円 14円 219円 100円 32円

31〜35歳 283円 105円 16円 301円 145円 45円

36〜40歳 374円 135円 20円 430円 220円 61円

41〜45歳 508円 195円 30円 616円 365円 80円

46〜50歳 831円 340円 47円 770円 475円 100円

51〜55歳 1,362円 540円 72円 999円 605円 103円

56〜60歳 2,118円 920円 124円 1,225円 805円 119円

61〜65歳 3,287円 1,465円 227円 1,728円 955円 161円

代理請求特約［Ｙ］付7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ ニーズ特約付、集団扱無配当特定疾病保障 定期保険（Ⅱ型）【生命保険】

①

②

③ ④
⑤

⑥

⑦
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